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八
五

一
、
は
じ
め
に

　

江
戸
期
に
お
い
て
『
書
經
』
関
連
書
は
盛
ん
に
作
成
さ
れ
た
。
こ

れ
は
小
野
鶴
山
『
書
經
講
義
』
な
ど
の
﨑
門
学
派
の
著
作
、
中
井
履

軒
『
尚
書
雕
題
』
な
ど
の
考
証
に
類
す
る
著
作
、
宇
左
恭
寛
『
古
文

尚
書
國
字
解
』
な
ど
の
訓
蒙
を
目
的
と
し
た
著
作
、
さ
ら
に
は
荻
生

徂
徠
「
尚
書
學
」、
伊
藤
蘭
嵎
『
書
反
正
』
な
ど
様
々
な
学
派
、
分

野
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

右
の
著
作
群
に
は
傾
聴
す
べ
き
成
果
も
存
在
す
る
が
、
多
く
は
各

人
の
学
術
を
把
握
す
る
た
め
に
『
書
經
』
解
釈
を
取
り
上
げ
て
い

る（
１
）。
こ
れ
ら
の
著
作
に
は
江
戸
期
に
お
け
る
『
書
經
』
解
釈
の
受
容

と
展
開
と
い
っ
た
視
点
も
存
在
し
よ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
中
村
惕
齋
『
筆
記
書
集
傳
』
の
『
書
經
』
解
釈
を

検
討
し
、
当
該
期
に
お
け
る
『
書
經
』
解
釈
の
受
容
と
展
開
の
一
端

中
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青　

木　

洋　

司

を
解
明
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
言
及
さ
え
も
稀

で
あ
る
。
朱
子
学
者
と
し
て
の
高
い
評
価
に
鑑
み
れ
ば
、
取
り
上
げ

る
価
値
も
あ
ろ
う
。
な
お
、本
稿
で
は
家
蔵
の
『
筆
記
書
集
傳
』（
明

和
元
年
・
一
七
六
四
）
を
底
本
と
し
た
。

二
、「
五
經
筆
記
」
と
『
書
經
』
関
連
書
へ
の
発
言

　

中
村
惕
齋
、
名
は
之
欽
、
字
は
敬
甫
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）

生
、
元
祿
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
卒（
２
）。

訓
蒙
で
も
活
躍
し
、
漢
字
仮

名
混
じ
り
文
で
作
成
さ
れ
た
著
作
の
多
く
は
「
漢
籍
國
字
解
全
書
」

に
収
録
さ
れ
た（
３
）。

　

惕
齋
は
漢
文
体
の
著
作
も
存
在
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
、『
筆
記

周
易
本
義
』『
筆
記
書
集
傳
』『
筆
記
詩
經
集
傳
』『
筆
記
禮
記
集
説
』

『
筆
記
春
秋
胡
氏
傳
』
か
ら
な
る
「
五
經
筆
記
」
も
存
在
す
る
。
い
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ず
れ
も
対
象
は
朱
子
学
系
統
の
「
五
經
」
注
釈
書
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
「
五
經
筆
記
」
に
は
専
論
は
な
い
。
例
え
ば
、
惕
齋
の

『
詩
經
』
解
釈
を
扱
う
場
合
、『
詩
經
示
蒙
句
解
』『
筆
記
詩
經
集
傳
』

の
二
書
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
前
者
で
あ

る
。「
五
經
筆
記
」
の
対
象
と
す
る
諸
書
が
朱
子
学
に
関
わ
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
惕
齋
の
学
術
の
検
討
や
江
戸
前
期
に
お
け
る
朱
子

学
の
受
容
に
関
し
て
価
値
を
有
す
る
。

　
「
五
經
筆
記
」は
惕
齋
の
没
後
に
弟
子
の
増
田
立
軒
の
尽
力
に
よ
っ

て
刊
行
さ
れ
た
が
、
作
成
時
期
は
不
明
で
あ
る（
４
）。『

筆
記
書
集
傳
』

の
冒
頭
に
は
、
室
鳩
巢
に
よ
る
「
五
經
筆
記
序
」
が
あ
り
、「
文
義

を
解
し
、
辭
旨
に
通
ず
る
こ
と
最
も
詳
密
た
り
。
其
の
後
學
に
賜
ふ

こ
と
や
多
し
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
も
の
の
作
成
時
期
へ
の
言
及
は

存
在
し
な
い
。
ま
た
、
刊
行
さ
れ
た
数
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

立
軒
は
惕
齋
の
語
録
『
仲
子
語
録
』（
以
下
『
語
録
』
と
略
す
。）

も
記
録
し
て
い
る
。『
語
録
』
に
は
「
某
作
五
經
筆
記
」
云
々
と
の

記
述
が
見
え
る
た
め
、「
五
經
筆
記
」
作
成
後
の
発
言
で
あ
る（
５
）。

　

こ
の
『
語
録
』
に
は
『
書
經
』
注
釈
書
に
関
す
る
次
の
発
言
が
見

え
る
。書

經
ノ
末
書
多
シ
。
其
内
、
本
文
ノ
字
意
ヲ
考
ニ
ハ
、
書
經
講

義
會
編
ニ
如
ハ
ナ
シ
。
蔡
傳
ヲ
考
ニ
ハ
、
書
經
旁
通
ニ
如
ハ
ナ

シ
。
事
物
ニ
ハ
書
經
通
考
ニ
如
ハ
ナ
シ
。（『
語
録
』
巻
一
、
原

文
に
句
読
点
等
な
し
。
筆
者
が
補
っ
た
。
以
下
同
じ
。）

　
『
書
經
』
の
注
釈
書
は
多
い
。
そ
の
な
か
で
は
、
経
文
の
字
意
の

理
解
に
は
明
・
申
時
行
『
書
經
講
義
會
編
』、
蔡
沈
の
注
釈
の
理
解

に
は
元
・
陳
師
凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』、
事
物
の
理
解
に
は
元
・
黄

鎮
成
『
書
經
集
註
通
考
』
が
そ
れ
ぞ
れ
良
い
。

　

右
の
う
ち
、第
一
の
『
書
經
講
義
會
編
』
は
『
書
集
傳
』
に
従
い
、

大
意
を
示
す
注
釈
書
で
あ
る
。
第
二
の
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
は
『
書

集
傳
』
を
擁
護
す
る
注
釈
書
で
あ
る（
６
）。

第
三
の
『
書
經
集
註
通
考
』

は
事
物
へ
の
注
釈
に
優
れ
る
。

　
『
語
録
』
に
よ
る
と
、
惕
齋
は
蔡
沈
『
書
集
傳
』
や
胡
廣
等
『
書

經
大
全
』
の
み
に
満
足
せ
ず
、
元
明
に
多
く
作
成
さ
れ
た
『
書
經
』

関
連
書
か
ら
取
捨
選
択
し
、『
書
集
傳
』
に
従
う
諸
書
を
重
視
す
る

姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
次
は
『
筆
記
書
集
傳
』
と
『
書
集
傳
』、及
び
、

元
明
『
書
經
』
学
と
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。

三
、
蔡
沈
『
書
集
傳
』
と
の
関
係

　
『
筆
記
書
集
傳
』は
全
十
二
巻
で
あ
る
。
巻
首
に「
尚
書
源
流
」「
尚

書
興
廃
」「
尚
書
通
論
」「
尚
書
文
體
」「
尚
書
名
義
」「
尚
書
綱
領
」「
筆

記
書
蔡
氏
傳
序
」
が
あ
り
、
以
下
、
堯
典
よ
り
秦
誓
に
至
る
ま
で
の

全
五
十
八
篇
の
解
釈
が
漢
文
体
で
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
筆
記
」
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の
た
め
か
、「
曰
若
稽
古
帝
堯
」
節
、「
克
明
俊
德
」
節
な
ど
と
経
文

は
省
略
さ
れ
る
。
ま
た
自
序
や
自
跋
は
存
在
し
な
い
。

　

ま
ず
は
、
蔡
沈
『
書
集
傳
』
と
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。『
語
録
』

巻
一
に
は
、
朱
熹
の
弟
子
の
う
ち
、
黄
幹
と
蔡
沈
の
評
価
に
関
す
る

問
答
を
載
せ
る
。
惕
齋
は
、
蔡
沈
を
「
九
峯
の
學
識
、
勉
齋
よ
り
も

廣
し
。
然
り
而
し
て
猶
ほ
透
徹
せ
ざ
る
處
有
り
」
と
、
黄
幹
よ
り
も

学
識
は
広
い
と
評
価
す
る
も
の
の
、
内
容
に
は
少
し
く
不
満
を
示
す（
７
）。

　

右
の
よ
う
に
蔡
沈
を
論
ず
る
が
『
書
集
傳
』
は
評
価
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
筆
記
書
集
傳
』
と
他
の
『
書
經
』
関
連
書

と
を
比
較
す
る
と
、
二
篇
の
経
文
の
順
次
が
大
き
く
異
な
る
。

　

第
一
は
武
成
で
あ
る
。『
書
集
傳
』
武
成
は
順
次
の
異
な
る
二
つ

の
経
文
が
並
列
し
て
い
る
。
前
者
は
『
尚
書
正
義
』
以
来
の
経
文
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
注
釈
の
末
尾
に
「
按
ず
る
に
、
此
の
篇
編
簡

錯
亂
し
て
、
先
後
序
を
失
ふ
。
今
、
其
の
文
を
後
に
考
へ
正
す
」
と

い
う（
８
）。

こ
れ
は
武
成
の
経
文
が
大
き
く
乱
れ
て
い
る
た
め
、
順
次
を

改
め
た
「
今
考
定
武
成
」
を
載
せ
る
と
の
注
釈
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

『
書
集
傳
』
に
は
従
来
の
経
文
と
蔡
沈
の
定
め
た
「
今
考
定
武
成
」

と
が
並
列
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』武
成
で
は
、

従
来
の
経
文
は
載
せ
ず
、
明
・
袁
玉
蟠
（
袁
宗
道
）
の
説
に
言
及
し
、

そ
の
後
、「
今
考
定
武
成
」
に
従
う
旨
を
示
す（
９
）。

　

第
二
は
洛
誥
で
あ
る
。『
筆
記
書
集
傳
』
洛
誥
で
は
、
篇
首
に
康

誥
か
ら
四
十
八
字
を
移
動
さ
せ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
経
文
の
順
次
を

改
め
て
い
る
。
武
成
と
は
異
な
り
、
改
め
た
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
も
『
書
集
傳
』
洛
誥
に
い
う
、「
○
蘇
氏
曰
は
く
、
此
の

上
に
脱
簡
有
り
、
康
誥
に
在
り
。「
惟
三
月
哉
生
魄
」
よ
り
「
洪
大

誥
治
」
に
至
る
ま
で
の
四
十
八
字
な
り
、
と
」
に
従
い
、
改
め
た
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る（
（1
（

。

　

武
成
や
洛
誥
の
経
文
の
順
次
が
異
な
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。『
書
集
傳
』
で
は
改
め
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
実
際
に

は
改
め
て
は
い
な
い
。
一
方
、『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
実
際
に
改
め

て
い
る
。
こ
れ
は
経
文
の
順
次
に
関
し
て
、『
書
集
傳
』
の
注
釈
を

忠
実
に
実
行
し
た
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、『
書
經
』
は
難
解
な
経
書

に
も
関
わ
ら
ず
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
語
注
は
少
な
い
。
こ
れ
も
経

文
の
訓
詁
は
『
書
集
傳
』
に
従
う
た
め
、
語
注
を
必
要
と
は
し
な
い

た
め
で
あ
ろ
う（
（1
（

。
加
え
て
、
一
書
で
は
な
く
、
二
書
以
上
の
『
書
集

傳
』
を
確
認
す
る
な
ど
、
文
字
の
異
同
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と

も
見
え
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、『
書
集
傳
』
の
重
視
は
自
明

で
あ
る（
（1
（

。

　

当
然
な
が
ら
『
書
集
傳
』
の
重
視
は
経
文
の
解
釈
に
及
ぶ
。
舜
典

「
百
姓
如
喪
考
妣
」
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

欽
按
、
百
姓
如
喪
考
妣
。
孔
傳
云
、
百
官
感
德
思
慕
。
是
謂
臣

為
君
斬
之
制
也
。
故
朱
子
云
、古
者
謂
畿
内
之
民
與
列
國
諸
侯
、
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為
天
子
服
斬
衰
三
年
、海
内
之
民
則
不
為
服
。
唯
堯
聖
德
廣
大
、

恩
澤
隆
厚
。
又
能
讓
舜
、
為
天
下
得
人
。
故
海
内
之
民
、
思
慕

之
深
、
至
於
如
此
也
。
…
。
蔡
傳
以
百
姓
為
圻
内
之
民
。
是
經

朱
子
手
正
。
蓋
後
來
之
定
説
耳
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
舜
典（
（1
（

）

欽
按
ず
る
に
、
百
姓
、
考
妣
を
喪
す
る
が
如
し
、
と
。
孔
傳
に

云
ふ
、
百
官
、
德
に
感
じ
て
思
慕
す
。
是
れ
臣
、
君
の
為
の
斬

の
制
を
謂
ふ
な
り
、
と
、
故
に
朱
子
云
ふ
、
古
は
畿
内
の
民
と

列
國
の
諸
侯
と
天
子
の
為
に
斬
衰
に
服
す
る
こ
と
三
年
、
海
内

の
民
は
則
ち
服
を
為
さ
ざ
る
を
謂
ふ
。
唯
だ
堯
の
聖
德
廣
大
に

し
て
、
恩
澤
隆
厚
な
り
。
又
た
能
く
舜
に
讓
り
、
天
下
の
為
に

人
を
得
た
り
。
故
に
海
内
の
民
、
思
慕
の
深
き
こ
と
、
此
く
の

如
き
に
至
る
、と
。
…
。
蔡
傳
、百
姓
を
以
て
圻
内
の
民
と
為
す
。

是
れ
朱
子
の
手
正
を
經
た
り
。
蓋
し
後
來
の
定
説
な
る
の
み
。

　

孔
傳
（
実
際
は
孔
頴
達
の
疏
）
と
朱
熹
『
晦
庵
集
』
の
説
と
を
引

用
す
る（
（1
（

。『
晦
庵
集
』
で
は
、「
畿
内
の
民
」「
列
國
の
諸
侯
」
が
堯

の
喪
に
服
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
書
集
傳
』
で
は
「
圻

内
の
民
」
の
み
が
堯
の
喪
に
服
し
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
両
書
の

異
な
る
解
釈
に
対
し
て
、
朱
熹
の
訂
正
を
受
け
た
『
書
集
傳
』
に
従

う
べ
き
と
す
る
。

　

こ
の
根
拠
は
蔡
沈
「
書
集
傳
序
」
に
い
う
、「
二
典
・
禹
謨
は
先

生
蓋
し
嘗
て
是
正
す
。
手
澤
尚
ほ
新
た
な
り
。
嗚
呼
、惜
し
ひ
か
な
。

…
。
集
傳
は
本
と
先
生
の
命
ず
る
所
な
り
。
故
に
凡
そ
師
説
を
引
き

用
ふ
る
は
復
た
識
別
せ
ず
」
で
あ
る（
（1
（

。
蔡
沈
に
よ
る
と
、
二
典
禹
謨

（
堯
典
、
舜
典
、
大
禹
謨
、
皐
陶
謨
、
益
稷
）
の
解
釈
は
、
朱
熹
の

校
閲
を
経
て
お
り
、『
晦
庵
集
』
に
見
え
る
『
書
經
』
解
釈
の
う
ち
、

変
更
さ
れ
た
解
釈
も
『
書
集
伝
』
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、惕
齋
は
『
晦
庵
集
』
と
『
書
集
傳
』
と
が
異
な
る
場
合
は
、

後
者
を
重
視
す
る
。

　

た
だ
し
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
、
僅
か
だ
が
『
書
集
傳
』
の
解

釈
に
否
定
的
な
場
合
も
あ
る
。『
書
集
傳
』
五
子
之
歌
「
其
三
曰
、

惟
彼
陶
唐
」
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

堯
初
為
唐
侯
、
後
為
天
子
都
陶
。
故
曰
陶
唐
。
堯
授
舜
、
舜
授

禹
、
皆
都
冀
州
。�

（『
書
集
傳
』
五
子
之
歌
）

堯
は
初
め
唐
侯
と
為
り
、
後
に
天
子
と
為
り
て
陶
に
都
す
。
故

に
陶
唐
と
曰
ふ
。
堯
は
舜
に
授
け
、
舜
は
禹
に
授
け
、
皆
な
冀

州
に
都
す
。
…
。

　

堯
が
唐
侯
と
な
り
、
そ
の
後
、
天
子
と
な
っ
た
際
に
陶
に
都
し
た

た
め
、「
陶
唐
」
と
い
う
。
堯
・
舜
・
禹
は
冀
州
に
都
を
置
い
た
と

の
注
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ

う
に
い
う
。

○
欽
按
、
孔
疏
云
、
陶
唐
二
字
、
或
共
為
地
名
。
而
不
明
言
其

地
。
且
諸
書
、
皆
言
堯
為
帝
、
都
平
陽
。
蔡
傳
以
陶
為
帝
都
。
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未
審
何
據
。
…
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
五
子
之
歌
）

○
欽
按
ず
る
に
、
孔
疏
に
云
ふ
、
陶
唐
の
二
字
、
或
い
は
共
に

地
名
と
為
す
、
と
。
而
れ
ど
も
其
の
地
を
言
ふ
を
明
ら
か
に
せ

ず
。
且
つ
諸
書
、
皆
な
言
ふ
、
堯
は
帝
と
為
り
、
平
陽
に
都
す
、

と
。
蔡
傳
、
陶
を
以
て
帝
都
と
為
す
。
未
だ
何
れ
に
據
る
か
を

審
ら
か
に
せ
ず
。
…
。

　

孔
頴
達
の
疏
に
い
う
、
陶
・
唐
を
い
ず
れ
も
地
名
と
す
る
説
を
示

す
。
し
か
し
、
孔
頴
達
の
疏
に
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。『
書
集
傳
』
は
陶
を
都
と
し
て
い
る
が
、
何
に
基
づ
く

か
不
明
と
す
る
。

　
『
書
集
傳
』
に
は
言
及
の
な
い
孔
頴
達
の
疏
や
『
書
集
傳
』
以
外

の
説
を
示
し
、
陶
に
都
し
た
と
す
る
説
を
根
拠
不
詳
と
す
る
。
こ
の

他
に
も
『
書
集
傳
』
に
批
判
的
な
態
度
は
確
認
で
き
る（
（1
（

。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
は
僅
か
で
あ
り
、『
書
集
傳
』
の
重
視
は
明
ら
か
で
あ
る
。

四
、
元
明
『
書
經
』
学
と
の
関
係

　

前
述
し
た
よ
う
に
、『
語
録
』
で
は
『
書
經
』
関
連
書
の
う
ち
、

申
時
行
『
書
經
講
義
會
編
』、
陳
師
凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』、
黄
鎮
成

『
書
經
集
註
通
考
』
を
評
価
し
て
い
た
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
も
含
め
た
元
明
『
書
經
』
学
と
『
筆
記
書
集

傳
』
と
の
関
係
を
確
認
し
た
い
。『
書
集
傳
』
甘
誓
の
篇
題
注
に
は

次
の
よ
う
に
い
う
。

甘
地
名
。
有
扈
氏
國
之
南
郊
也
。
在
扶
風
鄠
縣
。
誓
與
禹
征
苗

之
誓
同
義
。
言
其
討
叛
伐
罪
之
意
。
其
坐
作
・
進
退
之
節
。
所

以
一
衆
志
而
起
其
怠
也
。
誓
師
于
甘
。
故
以
甘
誓
名
篇
。
…
。

�

（『
書
集
傳
』
甘
誓
）

甘
は
地
名
。
有
扈
氏
の
國
の
南
郊
な
り
。
扶
風
の
鄠
縣
に
在
り
。

誓
は
禹
苗
を
征
す
る
の
誓
と
義
を
同
じ
く
す
。
其
の
叛
く
を
討

ち
罪
あ
る
を
伐
つ
の
意
を
言
ふ
。
其
の
坐
作
・
進
退
の
節
を
嚴

に
す
。
衆
の
志
を
一
に
し
て
其
の
怠
む
を
起
こ
す
所
以
な
り
。

師
に
甘
に
誓
ふ
。
故
に
甘
誓
を
以
て
篇
に
名
づ
く
。
…
。

　

甘
が
地
名
で
あ
る
こ
と
、
甘
の
具
体
的
な
場
所
、
甘
誓
と
名
付
け

ら
れ
た
由
来
な
ど
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

申
瑤
泉
曰
、
甘
誓
一
篇
、
僅
八
十
字
而
其
間
六
軍
之
制
、
車
乘

之
法
、
邦
國
賞
刑
之
典
、
無
不
明
備
。
故
聖
人
著
之
経
、
為
萬

世
法
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
甘
誓
）

申
瑤
泉
曰
は
く
、
甘
誓
の
一
篇
は
、
僅
か
に
八
十
字
に
し
て
其

の
間
、
六
軍
の
制
、
車
乘
の
法
、
邦
國
賞
刑
の
典
、
明
備
な
ら

ざ
る
は
無
し
。
故
に
聖
人
、
之
が
經
を
著
し
、
萬
世
の
法
と
為

る
。
…
、
と
。
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申
瑤
泉
（
申
時
行
）
の
説
を
引
き
、
甘
誓
は
僅
か
に
八
十
字
で
あ

る
が
、
そ
の
な
か
に
六
軍
の
制
、
以
下
が
明
確
に
備
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
聖
人
（
孔
子
）
は
甘
誓
を
『
書
經
』
に
収
録
し
、
万
世

の
法
と
な
っ
た
と
す
る
。

　

右
で
は
『
書
經
講
義
會
編
』
を
引
き
、
甘
誓
の
大
意
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
『
書
集
傳
』
を
批
判
す
る
態
度
で
は
な
く
、
各
篇
の
理

解
に
資
す
る
も
の
を
適
宜
、
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

篇
題
注
に
引
用
さ
れ
る
の
は
『
書
經
講
義
會
編
』
だ
け
で
は
な
い
。

湯
誓
の
篇
題
注
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
嫏
嬛
云
、
此
篇
作
二
段
看
。
前
三
節
是
一
段
。
誓
以
興
師
之

意
。
末
一
節
是
一
段
。
示
以
治
師
之
律
、
説
天
命
、
便
包
人
心
、

在
内
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
湯
誓
）

○
嫏
嬛
に
云
ふ
、
此
の
篇
は
二
段
と
作
し
て
看
よ
。
前
の
三
節

は
是
れ
一
段
な
り
。
誓
ふ
に
師
を
興
こ
す
の
意
を
以
て
す
。
末

の
一
節
は
是
れ
一
段
な
り
。
示
す
に
師
を
治
む
る
の
を
律
を
以

て
す
。
天
命
を
説
き
、
便
ち
人
心
を
包
む
、
内
に
在
り
、
と
。

　

嫏
嬛
（
明
・
李
青
『
書
經
嫏
嬛
集
註
』）
の
説
を
引
き
、
湯
誓
は

最
初
の
三
節
、
末
尾
の
一
節
の
二
つ
に
内
容
が
分
か
れ
る
と
す
る
。

　
『
書
經
講
義
會
編
』
湯
誓
に
は
、
当
該
箇
所
に
「
這
一
篇
書
、
載

成
湯
伐
桀
誓
書
之
辭
。
故
名
為
湯
誓
」（
這
の
一
篇
の
書
、
成
湯
の

桀
を
伐
つ
の
誓
書
の
辭
を
載
す
。故
に
名
づ
け
て
湯
誓
と
為
す
、と（
（1
（

。）

と
あ
る
。
甘
誓
と
同
様
に
大
意
を
示
す
が
、
ど
の
節
に
対
応
す
る
の

か
を
示
さ
な
い
。
甘
誓
は
短
い
篇
の
た
め
、
各
節
の
要
旨
を
必
要
と

は
せ
ず
、
そ
れ
と
は
異
な
る
湯
誓
は
節
ご
と
の
要
旨
を
示
し
た
と
考

え
ら
れ
る（
（1
（

。

　
『
筆
記
書
集
傳
』
の
篇
題
注
に
大
意
や
要
旨
を
示
す
こ
と
は
、『
書

經
』
全
篇
に
共
通
す
る
。
こ
れ
は
、
各
篇
の
理
解
を
容
易
に
す
る
工

夫
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
篇
題
注
を
踏
ま
え
た
経
文
へ
の
議
論
を
梓
材
か
ら
確
認
し
た

い
。
ま
ず
は
梓
材
の
篇
題
で
あ
る
。

亦
武
王
誥
康
叔
之
書
。
諭
以
治
國
之
理
、
欲
其
通
上
下
之
情
、

寬
刑
辟
之
用
。
而
篇
中
有
梓
材
二
字
。
比
稽
田
作
室
為
雅
。
…
。

讀
書
者
、
優
游
涵
泳
、
沈
潛
反
覆
、
繹
其
文
義
、
審
其
語
脈
、

一
篇
之
中
、
前
則
尊
諭
卑
之
辭
、
後
則
臣
告
君
之
語
、
蓋
有
不

可
得
而
強
合
者
矣
。�

（『
書
集
傳
』
梓
材
）

亦
た
武
王
の
康
叔
に
誥
ぐ
る
の
書
な
り
。
諭
す
に
國
を
治
む
る

の
理
を
以
て
し
、
其
の
上
下
の
情
を
通
じ
、
刑
辟
の
用
を
寬
や

か
に
せ
ん
と
欲
す
。
而
し
て
篇
の
中
に
梓
材
の
二
字
有
り
。
田

を
稽
め
室
を
作
る
に
比
す
れ
ば
雅
と
す
。
…
。
書
を
讀
む
者
、

優
游
涵
泳
、
沈
潛
反
覆
し
て
、
其
の
文
義
を
繹
ね
、
其
の
語
脈

を
審
ら
か
に
す
れ
ば
、
一
篇
の
中
、
前
は
則
ち
尊
き
が
卑
き
を

諭
す
の
辭
、
後
は
則
ち
臣
が
君
に
告
ぐ
る
の
語
に
し
て
、
蓋
し
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得
て
強
合
す
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
。

　

梓
材
を
武
王
が
康
叔
に
告
げ
た
書
で
あ
り
、
上
下
の
情
に
通
ず
る

こ
と
、
刑
罰
を
緩
や
か
に
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
梓

材
の
文
義
を
深
く
考
え
て
み
る
と
、
前
半
は
高
い
身
分
の
人
が
低
い

身
分
の
人
を
諭
す
も
の
で
あ
り
、
後
半
は
臣
下
が
君
主
に
告
げ
た
語

で
あ
る
と
す
る
。

　
『
書
集
傳
』
で
は
、
は
じ
め
に
篇
の
大
意
、
次
い
で
前
半
・
後
半

で
内
容
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』

に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
袁
玉
蟠
曰
、
此
篇
前
四
節
是
武
王
告
康
叔
之
書
。
首
節
欲
其

通
上
下
之
情
。
次
二
節
欲
其
寛
刑
辟
之
用
。
末
節
総
承
上
二
節

而
以
成
終
望
之
。
後
四
節
廼
臣
下
進
戒
之
詞
。
首
一
節
示
以
馭

臣
之
道
。
次
二
節
示
以
化
民
。
末
節
総
承
上
二
節
而
以
永
命
期

之
也
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
梓
材
）

○
袁
玉
蟠
曰
は
く
、
此
の
篇
、
前
の
四
節
は
是
れ
武
王
の
康
叔

に
告
ぐ
る
の
書
な
り
。
首
節
は
其
の
上
下
の
情
を
通
ぜ
ん
と
欲

す
。
次
の
二
節
は
其
の
刑
辟
の
用
を
寛
や
か
に
せ
ん
と
欲
す
。

末
節
は
上
の
二
節
を
総
承
し
、
而
し
て
終
を
成
す
を
以
て
之
を

望
む
。
後
の
四
節
は
廼
ち
臣
下
の
進
戒
を
進
む
る
の
詞
な
り
。

首
め
の
一
節
は
示
す
に
臣
を
馭
す
る
の
道
を
以
て
す
。
次
の
二

節
は
示
す
に
民
を
化
す
る
を
以
て
す
。
末
節
は
上
の
二
節
を
総

承
し
、
而
も
永
命
を
以
て
之
を
期
す
る
な
り
、
と
。

　

袁
玉
蟠
（
袁
宗
道
）
の
説
を
引
き
、
梓
材
前
半
の
四
節
は
武
王
が

康
叔
に
告
げ
た
書
で
あ
り
、
上
下
の
情
に
通
ず
る
こ
と
、
刑
罰
を
緩

や
か
に
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
後
半
の
四
節
は
臣
下
が
君
主
を
示

し
た
詞
で
あ
り
、臣
下
を
馭
す
る
法
、民
の
教
化
が
示
さ
れ
る
と
す
る
。

　

梓
材
を
武
王
が
康
叔
に
告
げ
た
書
と
す
る
の
は
共
通
す
る
。
し
か

し
、『
書
集
傳
』
に
い
う
、「
尊
き
が
卑
き
を
諭
す
の
辭
」
を
「
武
王

の
康
叔
に
告
ぐ
る
の
書
」
と
し
、「
臣
が
君
に
告
ぐ
る
の
語
」
を
「
臣

下
の
進
戒
を
進
む
る
の
詞
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
し
て
い
る
。『
筆

記
書
集
傳
』
で
は
、
袁
玉
蟠
の
説
を
引
く
こ
と
で
、『
書
集
傳
』
の

理
解
に
資
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

こ
の
態
度
は
経
文
の
解
釈
に
も
及
ぶ
。
以
下
に
『
筆
記
書
集
傳
』

梓
材
の
全
八
節
の
引
用
状
況
を
示
す
。

　
（
１
）�「
王
曰
、
封
、
以
厥
庶
民
、
曁
厥
臣
」
節
：
嫏
嬛
云
、
此
通

上
下
之
情
。
…
。
王
方
麓
曰
、
…
。

　
（
２
）�「
汝
若
恆
越
曰
」
節
：
嫏
嬛
云
、
上
節
…
。
一
説
嫏
嬛
云
…
。

○
旁
通
云
、
…
。

　
（
３
）�「
王
啓
監
」
節
：
嫏
嬛
云
、
此
挙
先
王
命
監
之
事
而
致
其
戒
。

…
。
○
一
説
陳
氏
大
猷
曰
、
…
。

　
（
４
）�「
惟
曰
、
若
稽
田
」
節
：
嫏
嬛
云
、
此
節
以
成
終
、
望
康
叔
。

…
。
○
一
説
陳
氏
大
猷
曰
、
…
。
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（
５
）�「
今
王
惟
曰
」
節
：
嫏
嬛
云
、
此
下
四
節
、
有
周
大
臣
進
戒

之
詞
。
…
。

　
（
６
）�「
皇
天
既
付
中
國
民
」
節
：
嫏
嬛
云
、
此
述
先
王
以
徳
受
命

之
隆
。
…
。

　
（
７
）�「
肆
王
惟
德
用
」
節
：
嫏
嬛
云
、
此
承
上
言
。
…
。
申
瑶
泉

曰
、
…
。

　
（
８
）�「
已
若
茲
監
」
節
：
申
瑶
泉
曰
、
…
。
欽
按
、
孔
傳
以
此
篇

爲
成
王
書
。
…
。

　

右
の
よ
う
に
「
已
若
茲
監
」
節
を
除
き
、『
書
經
嫏
嬛
』
を
引
用

し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
は
「
王
曰
、
封
、
以
厥
庶
民
、
曁
厥
臣
」
節

の
「
此
通
上
下
之
情
」
の
よ
う
に
篇
題
で
の
議
論
と
同
一
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
梓
材
の
み
で
は
な
い
。『
書
經
』
全
篇
に
元
明
『
書
經
』

学
の
多
く
が
引
用
さ
れ
る
。
従
っ
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
の
特
徴
と

し
て
、
理
解
に
資
す
る
た
め
に
、
元
明
『
書
經
』
学
を
広
く
引
用
す

る
こ
と
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
梓
材
に
見
え
る
「
一
説
陳
氏
大
猷

曰
」
は
陳
大
猷
『
書
集
傳
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、元
明
『
書
經
』

学
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
惕
齋
は
「
旁
通
の
引
く
所
の
陳

氏
大
猷
曰
は
く
」
と
は
引
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

附
言
す
る
と
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
王
陽
明
の
説
の
引
用
が
見

え
る（
（1
（

。
朱
子
と
は
異
な
る
学
派
の
人
物
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
退
け
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
説
を
引
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

梓
材
に
は
袁
宗
道
の
説
も
確
認
で
き
る
。
こ
ち
ら
も
朱
子
学
と
は
異

な
る
傾
向
で
あ
る
。
江
戸
期
を
代
表
す
る
朱
子
学
者
と
さ
れ
る
惕
齋

が
王
陽
明
や
袁
宗
道
の
説
を
引
用
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
元
明
『
書
經
』
学
の
引
用
な
ど
か
ら
は
、
当
時
の
学
術
の
一
端

が
窺
え
よ
う
。
こ
の
元
明
の
学
術
と
の
関
係
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

五
、
惕
齋
の
自
説

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
、
元
明
『
書

經
』
学
を
多
く
引
用
す
る
。
た
だ
し
、
引
用
の
み
の
解
釈
書
で
は
な

く
、「
欽
按
」
な
ど
と
し
、
自
説
を
示
す
こ
と
も
あ
る
。
以
下
、
惕

齋
の
自
説
を
検
討
す
る
。

（
１
）
出
典
の
明
示

　
『
書
集
傳
』
で
は
、
自
説
の
他
に
も
様
々
な
文
献
が
引
用
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
畢
命
「
政
貴
有
恆
」
節
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

…
。
蘇
氏
曰
、
張
釋
之
諫
漢
文
帝
、
秦
任
刀
筆
之
吏
、
爭
以
亟

疾
苛
察
相
高
。
其
弊
徒
文
具
、無
惻
隱
之
實
。
以
故
不
聞
其
過
、

陵
夷
至
於
二
世
、
天
下
土
崩
。
今
以
嗇
夫
口
辯
、
而
超
遷
之
。

臣
恐
天
下
隨
風
靡
、
爭
口
辯
無
其
實
。
凡
釋
之
所
論
、
則
康
王

以
告
畢
公
者
也
。�

（『
書
集
傳
』
畢
命
）
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蘇
氏
曰
は
く
、
張
釋
之
、
漢
の
文
帝
を
諫
む
る
に
、
秦
は
刀
筆

の
吏
に
任
じ
て
、
爭
ひ
て
亟
疾
苛
察
を
以
て
相
ひ
高
し
と
す
。

其
の
弊
は
徒
ら
に
文
具
は
る
も
、
惻
隱
の
實
無
し
。
故
を
以
て

其
の
過
ち
を
聞
か
ず
、
陵
夷
す
る
こ
と
二
世
に
至
り
て
、
天
下

土
崩
す
。
今
、
嗇
夫
の
口
辯
を
以
て
、
而
も
之
を
超
遷
せ
ん
と

す
。
臣
、
天
下
風
に
隨
ひ
て
靡
き
、
口
辯
を
爭
ひ
て
其
の
實
無

き
を
恐
る
、
と
。
凡
そ
釋
の
論
ず
る
所
は
、
則
ち
康
王
以
て
畢

公
に
告
ぐ
る
者
な
ら
ん
、
と
。

　

蘇
軾
『
書
傳
』
に
い
う
、
漢
の
文
帝
が
嗇
夫
を
上
林
令
に
抜
擢
し

よ
う
と
し
た
際
に
張
釋
之
が
諫
め
た
逸
話
を
引
き
、
康
王
が
畢
公
に

告
げ
た
も
の
と
同
じ
と
す
る
解
釈
を
示
す（
（2
（

。『
書
集
傳
』
で
は
経
文

の
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
『
書
傳
』
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
欽
按
、漢
書
張
釋
之
之
言
。
諫
文
帝
拝
虎
園
嗇
夫
為
上
林
令
。

文
具
、
注
云
謂
具
文
而
已
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
畢
命
）

○
欽
按
ず
る
に
、
漢
書
の
張
釋
之
の
言
な
り
。
文
帝
の
虎
園
の

嗇
夫
を
拝
し
て
上
林
令
と
為
す
を
諫
む
。
文
具
は
る
は
、
注
に

云
ふ
、
文
を
具
へ
し
の
み
を
謂
ふ
、
と
。

　

蘇
軾
の
引
用
し
た
の
は
『
漢
書
』
に
見
え
る
張
釋
之
の
発
言
で
あ

り
、
漢
の
文
帝
が
虎
園
の
嗇
夫
を
上
林
令
に
抜
擢
し
よ
う
と
し
た
こ

と
を
諫
め
た
と
す
る
。
ま
た
、『
書
集
傳
』
で
も
引
用
す
る
「
其
弊

徒
文
具
」
の
「
文
具
」
に
は
「
注
に
謂
ふ
」
と
顔
師
古
注
の
「
師
古

曰
、
文
具
、
謂
具
文
而
已
」
を
引
く
。

　
『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
、
張
釋
之
の
逸
話
が
『
漢
書
』
を
出
典
と

す
る
こ
と
、
そ
の
大
意
、
顔
師
古
注
ま
で
を
示
す
。

　
『
書
集
傳
』
の
出
典
を
明
示
す
る
こ
と
は
大
禹
謨
の
注
釈
「
而
太

史
公
所
謂
、
佚
能
思
初
、
安
能
惟
始
、
沐
浴
膏
澤
、
而
歌
詠
勤
苦
者
」

に
も
確
認
で
き
る
。『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
欽
按
、
太
史
公
之
言
出
史
記
樂
書
。
大
概
謂
樂
敎
之
功
能
、

能
使
民
如
此
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
大
禹
謨
）

○
欽
按
ず
る
に
、
太
史
公
の
言
は
史
記
の
樂
書
に
出
づ
。
大
概

ね
樂
敎
の
功
能
、
能
く
民
を
使
ふ
こ
と
此
く
の
如
し
を
謂
ふ
。

　
『
書
集
傳
』
に
い
う
「
太
史
公
」
云
々
は
『
史
記
』
樂
書
に
基
づ

く
こ
と
、
及
び
、
そ
の
大
意
を
示
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
畢
命
の
注

釈
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
出
典
の
明
示
は
『
書
集
傳
』
の
理
解
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
本
書
の
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

右
の
、
出
典
の
明
示
に
は
問
題
点
も
あ
る
。
立
政
「
周
公
若
曰
、

太
史
、
司
寇
蘇
公
、
式
敬
爾
由
獄
、
以
長
我
王
國
、
茲
式
有
愼
、
以

列
用
中
罰
」
に
、『
書
集
傳
』
は
「
蘇
、
國
名
也
。
左
傳
蘇
忿
生
以

温
為
司
寇
」
と
、
蘇
が
国
名
で
あ
る
こ
と
、『
春
秋
左
氏
傳
』
に
蘇

忿
生
が
司
寇
と
な
っ
た
記
事
が
見
え
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
「
○
欽
按
、
今
河
南
懐
慶
府
温
県
」
と
あ
る
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の
み
で
あ
る
。
蘇
の
場
所
を
示
す
が
、『
春
秋
左
氏
傳
』
の
出
典
は

示
さ
な
い
。
出
典
で
あ
る
成
公
十
一
年
を
示
す
か
、
該
当
の
記
事
を

掲
載
す
る
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
一
方
、
他
の
解
釈
で
は
『
春
秋
左
氏

傳
』
の
出
典
を
明
示
す
る
こ
と
も
確
認
で
き
る（
（2
（

。
つ
ま
り
、
出
典
の

明
示
は
徹
底
さ
れ
て
は
い
な
い
と
の
問
題
が
あ
る
。

　

ま
た
、
出
典
の
明
示
は
惕
齋
の
創
見
と
は
言
い
難
い
。『
書
集
傳
』

無
逸
「
文
王
不
敢
盤
于
遊
田
」
節
の
注
釈
に
は
「
至
唐
猶
有
送
使
之

制
、則
諸
侯
之
供
方
伯
舊
矣
。（
唐
に
至
り
て
猶
ほ
送
使
の
制
有
れ
ば
、

則
ち
諸
侯
の
方
伯
に
供
す
る
こ
と
舊
し
。）」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
唐
食
貨
志
云
、
憲
宗
時
分
天
下
之
賦
為
三
。
一
曰
上
供
、
二

曰
送
使
、
三
曰
留
州
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
無
逸
）

○
唐
の
食
貨
志
に
云
ふ
、
憲
宗
の
時
、
天
下
の
賦
を
分
か
ち
て

三
と
為
す
。
一
を
上
供
と
曰
ひ
、
二
を
送
使
と
曰
ひ
、
三
を
留

州
と
曰
ふ
、
と
。

　
『
新
唐
書
』食
貨
志
を
引
き
、憲
宗
の
時
代
に
税
制
改
革
が
行
わ
れ
、

中
央
の
収
入
と
す
る
「
上
供
」、
節
度
使
に
送
る
「
送
使
」、
そ
の
地

で
使
う
「
留
州
」
に
三
分
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

　

こ
れ
ら
は
先
に
確
認
し
た
『
漢
書
』『
史
記
』
の
例
と
同
じ
く
、

惕
齋
に
よ
る
出
典
の
明
示
に
見
え
る
。
し
か
し
、
右
は
陳
師
凱
『
書

蔡
氏
傳
旁
通
』
に
全
く
同
じ
説
が
見
え
る（
（2
（

。
従
っ
て
、
書
名
を
省
略

し
、
引
用
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

陳
師
凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
を
用
い
て
、
出
典
を
明
示
す
る
こ
と

は
他
に
も
見
え
る
。
例
え
ば
、『
書
集
傳
』
湯
誥
「
夏
王
滅
德
作
威
」

の
注
釈
に
は
「
屈
原
曰
、
人
窮
則
反
本
。
故
勞
苦
倦
極
、
未
嘗
不
呼

天
也
。（
屈
原
曰
は
く
、
人
窮
す
れ
ば
則
ち
本
に
反
る
。
故
に
勞
苦

倦
極
し
て
、
未
だ
嘗
て
天
を
呼
ば
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
と
。）」
と
あ
る
。

注
釈
に
屈
原
の
発
言
を
用
い
て
い
る
が
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次

の
よ
う
に
い
う
。

○
旁
通
云
、
屈
原
當
作
屈
原
傳
曰
。
本
太
史
公
辭
也
。

�

（『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
湯
誥
）

○
旁
通
に
云
ふ
、屈
原
は
當
に
屈
原
傳
に
曰
は
く
に
作
る
べ
し
。

本
は
太
史
公
の
辭
な
り
、
と
。

　
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
を
引
き
、「
屈
原
曰
」
で
は
な
く
、「
屈
原
傳

に
曰
は
く
」
と
す
る
べ
き
で
あ
り
、
当
該
の
発
言
は
屈
原
賈
生
列
傳

で
の
司
馬
遷
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

右
は
『
新
唐
書
』
食
貨
志
の
場
合
と
は
異
な
り
、『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。一
方
で
は
明
示
せ
ず
、

一
方
で
は
明
示
す
る
理
由
は
明
ら
か
に
し
難
い
。
し
か
し
、
前
述
の

『
語
録
』
に
は
「
蔡
傳
ヲ
考
ニ
ハ
、
書
經
旁
通
ニ
如
ハ
ナ
シ
」
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
書
を
参
照
し
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
収
録
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
出
典
の
明
示
は
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
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な
ど
の
先
行
す
る
注
釈
書
の
手
法
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
元
明

で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
箇
所
に
も
範
囲
を
広
げ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。

（
２
）
人
名
へ
の
注
記

　
『
書
集
傳
』
冒
頭
に
は
「
書
經
集
傳
序
」
が
あ
り
、
末
尾
は
「
嘉

定
己
巳
三
月
、既
望
。
武
夷
蔡
沈
序
」で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆

記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

欽
按
、
…
。
○
武
夷
山
名
、
在
宋
福
建
省
建
寧
府
。
蔡
沈
字
仲

黙
、
西
山
先
生
之
仲
子
、
從
學
朱
文
公
。
隠
居
不
仕
、
自
號
九

峰
先
生
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
筆
記
蔡
氏
書
集
傳
序
）

欽
按
ず
る
に
、
…
。
○
武
夷
は
山
の
名
、
宋
の
福
建
省
の
建
寧

府
に
在
り
。
蔡
沈
、
字
は
仲
黙
、
西
山
先
生
の
仲
子
、
朱
文
公

に
從
學
す
。
隠
居
し
て
仕
へ
ず
、
自
ら
九
峰
先
生
と
號
す
。

　

武
夷
が
山
名
で
あ
り
、
福
建
省
の
建
寧
府
に
あ
り
、
蔡
沈
の
字
は

仲
黙
、
西
山
先
生
（
蔡
元
定
）
の
次
男
で
あ
り
、
朱
文
公
に
従
学
し

た
。
仕
官
は
せ
ず
、
九
峰
先
生
と
号
し
た
と
す
る
。

　

右
は
『
書
集
傳
』
の
注
釈
者
で
あ
る
蔡
沈
に
関
連
す
る
注
釈
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
『
書
集
傳
』
に
登
場
す
る
人
物
に
対
し
て
注
釈
を

行
う
。
例
え
ば
、舜
典
「
在
璿
璣
玉
衡
、以
齊
七
政
」
に
対
し
て
、『
書

集
傳
』
は
「
宋
の
錢
樂
、
又
た
銅
を
鑄
て
渾
天
儀
を
作
る
」
云
々
と

注
釈
す
る（
（2
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』は
次
の
よ
う
に
い
う
。

欽
按
、
宋
錢
樂
、
本
志
作
錢
樂
之
。
其
渾
儀
蓋
襲
蔡
邕
之
舊
規
。

以
人
多
稱
錢
氏
故
也
歟
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
舜
典
）

欽
按
ず
る
に
、
宋
の
錢
樂
は
、
本
志
、
錢
樂
之
に
作
る
。
其
の

渾
儀
は
蓋
し
蔡
邕
の
舊
規
を
襲
ふ
。
人
の
多
く
錢
氏
と
稱
す
る

が
以
て
の
故
な
る
か
。

　
『
書
集
傳
』
に
い
う
「
錢
樂
が
渾
天
儀
を
作
成
し
た
」
に
、『
宋
史
』

律
暦
志
で
は
、
錢
樂
之
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
作
成
し
た
渾
天
儀
に

つ
い
て
論
じ
、『
書
集
傳
』
が
錢
樂
之
で
は
な
く
、
錢
樂
と
し
て
い

る
の
は
誤
記
な
ど
で
は
な
く
、
人
々
が
錢
氏
と
称
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
か
と
の
推
測
を
載
せ
る
。

　
『
筆
記
書
集
傳
』
に
お
い
て
人
名
の
注
記
は
多
く
確
認
で
き
る（
（2
（

。

蔡
沈
や
錢
樂
之
の
事
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
事
跡
な
ど
を
併
せ
て
示

す
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
人
名
へ
の
注
記
は
経
文
に
登
場
す
る

堯
、
舜
、
武
王
、
周
公
な
ど
で
は
な
く
、『
書
集
傳
』
の
注
釈
に
見

え
る
人
物
に
限
定
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
人
名
へ
の
注
記
も
惕
齋
の
創
見
で
は
な
い
。『
書
集
傳
』

禹
貢
「
恆
・
衛
既
從
」
に
は
、
孫
炎
・
程
氏
・
杜
佑
・
李
吉
甫
な
ど

の
人
名
が
見
え
る（
（2
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の

よ
う
に
い
う
。

○
孫
炎
、
字
子
然
。
後
漢
末
人
。
注
爾
雅
。
…
。
欽
按
、
程
氏
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名
大
昌
、
字
泰
之
。
宋
人
。
杜
佑･

李
吉
甫
、
皆
唐
人
。
佑
著

通
典
。
吉
甫
著
元
和
郡
縣
志
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
禹
貢
）

○
孫
炎
、
字
は
子
然
。
後
漢
末
の
人
。
爾
雅
に
注
す
。
…
。
欽

按
ず
る
に
、
程
氏
名
は
大
昌
、
字
は
泰
之
。
宋
人
な
り
。
杜
佑
・

李
吉
甫
は
、
皆
な
唐
人
。
佑
は
通
典
を
著
す
。
吉
甫
は
元
和
郡

縣
志
を
著
す
。

　
「
孫
炎
、
字
子
然
。
後
漢
末
人
。
注
爾
雅
」
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、『
書
經
大
全
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る（
（2
（

。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

『
書
經
大
全
』
を
引
用
し
、
そ
の
後
、
程
大
昌
・
杜
佑
・
李
吉
甫
の

説
明
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
も
先
行
す
る
注
釈
書
の
手
法
で
あ
る
が
、
範
囲
を
広
げ
、『
書

集
傳
』
を
補
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

な
お
、『
書
集
傳
』
の
注
釈
者
で
あ
る
蔡
沈
に
も
注
釈
を
付
け
た

こ
と
に
注
目
す
る
と
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
初
学
者
に
向
け
た
一

面
が
あ
ろ
う
。
先
に
出
典
の
明
示
に
て
、『
書
集
傳
』
の
理
解
に
資

す
る
態
度
を
確
認
し
た
。
こ
れ
に
蔡
沈
を
は
じ
め
と
す
る
人
名
へ
の

注
記
を
加
え
る
と
、
や
は
り
、
初
学
者
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い

か
。（

３
）
地
名
の
比
定

　
『
書
集
傳
』
に
は
地
名
の
注
釈
が
多
く
見
え
る
。
例
え
ば
多
士
篇

題
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

…
。
由
是
而
推
、
則
召
誥
攻
位
之
庶
殷
、
其
已
遷
洛
之
民
歟
。

不
然
、則
受
都
今
衛
州
也
。
洛
邑
今
西
京
也
。
相
去
四
百
餘
里
。

…
。�

（『
書
集
傳
』
多
士
）

…
。
是
に
由
り
て
推
せ
ば
、
則
ち
召
誥
の
位
を
攻
む
る
の
庶
殷

は
、
其
れ
已
に
洛
に
遷
る
の
民
か
。
然
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
受
の

都
は
今
の
衛
州
な
り
。
洛
邑
は
今
の
西
京
な
り
。
相
ひ
去
る
こ

と
四
百
餘
里
な
り
。
…
。

　

受
（
殷
の
紂
王
）
の
都
を
今
の
衛
州
、
洛
邑
を
今
の
西
京
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
比
定
す
る
。
こ
れ
ら
は
宋
の
地
名
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
欽
按
、
宋
時
衛
州
今
衞
輝
府
。
商
紂
故
都
也
。
西
京
今
河
南

府
洛
陽
也
。
以
開
封
汴
京
、
為
東
京
。
故
以
河
南
為
西
京
也
。

下
都
當
作
故
都
。
…
。�

（『
筆
記
書
集
傳
』
多
士
）

○
欽
按
ず
る
に
、
宋
の
時
の
衞
州
は
今
の
衞
輝
府
な
り
。
商
の

紂
の
故
都
な
り
。
西
京
は
今
の
河
南
府
洛
陽
な
り
。
開
封
・
汴

京
を
以
て
、東
京
と
為
す
。故
に
河
南
を
以
て
西
京
と
為
す
。…
。

　

宋
の
衞
州
は
今
の
衛
輝
府
で
あ
り
、
紂
王
の
都
で
あ
っ
た
。
西
京

は
今
の
河
南
府
洛
陽
で
あ
る
。
宋
で
は
、
開
封
・
汴
京
を
東
京
と
し

た
た
め
、
河
南
を
西
京
と
し
た
と
す
る
。

　
『
書
集
傳
』
で
は
宋
の
地
名
を
示
し
、『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
、
そ
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れ
を
「
今
」
と
し
て
改
め
て
い
る
。
こ
の
改
め
た
「
今
」
が
、
ど
の

時
代
を
指
す
の
か
は
問
題
と
な
ろ
う
。『
明
史
』
地
理
志
に
は
、
洪

武
元
年
八
月
に
衛
輝
府
が
設
置
さ
れ
た
記
事
が
見
え
る（
（2
（

。
こ
れ
に
従

う
と
、『
筆
記
書
集
傳
』
の
「
今
」
と
は
明
の
地
名
で
あ
る
。『
筆
記

書
集
傳
』
に
お
い
て
地
名
の
比
定
を
最
も
多
く
行
う
の
は
禹
貢
で
あ

る
。
禹
貢
は
性
質
上
、地
名
が
頻
出
す
る
た
め
、そ
れ
に
伴
い
、「
今
」

と
し
て
、
明
代
の
地
名
を
示
す（
（2
（

。

　
『
書
集
傳
』
に
見
え
る
宋
の
地
名
を
明
の
地
名
に
比
定
す
る
際
に

用
い
た
文
献
を
確
認
し
た
い
。
武
成
「
封
比
干
墓
、
式
商
容
閭
」
に

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

…
。
○
比
干
墓
、
按
一
統
志
云
、
在
河
南
衞
輝
府
城
北
一
十
里

云
。
即
武
王
所
封
者
。
有
石
題
曰
、
殷
太
師
比
干
之
墓
。
…
。

孔
疏
、
紂
所
積
之
府
倉
、
名
曰
鹿
臺
・
鉅
橋
。
其
義
未
聞
。
按

一
統
志
、
鹿
臺
淇
縣
南
陽
社
、
紂
造
以
聚
天
下
之
財
。
…
。

�

（『
筆
記
書
集
傳
』
武
成
）

…
。
○
比
干
の
墓
は
、
按
ず
る
に
一
統
志
に
云
ふ
、
河
南
の
衞

輝
府
の
城
北
一
十
里
に
在
り
と
云
ふ
。
即
ち
武
王
の
封
ず
る
所

な
り
。
石
題
有
り
て
曰
は
く
、
殷
の
太
師
比
干
の
墓
、
と
。
…
。

孔
疏
、
紂
の
積
む
所
の
府
倉
、
名
を
鹿
臺
・
鉅
橋
と
曰
ふ
。
其

の
義
未
だ
聞
か
ず
、
と
。
按
ず
る
に
一
統
志
、
鹿
臺
は
淇
縣
の

南
陽
社
、
紂
造
り
て
以
て
天
下
の
財
を
聚
む
、
と
。
…
。

　

比
干
の
墓
の
場
所
を
『
大
明
一
統
志
』
を
用
い
、
河
南
の
衛
輝
府

城
の
北
一
十
里
と
し
、
鹿
臺
を
淇
縣
の
南
陽
社
と
す
る
。
比
干
の
墓

や
鹿
臺
は
、『
書
集
傳
』
に
は
注
釈
が
な
く
、
補
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

　
『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
『
大
明
一
統
志
』
な
ど
を
用
い
て
、
明
代

の
地
名
を
示
す
。
こ
れ
は
和
田
靜
觀
窩
『
論
語
序
説
諺
解
』
に
も
見

え
る
手
法
で
あ
る（
（2
（

。
従
っ
て
、『
大
明
一
統
志
』
の
使
用
も
創
見
で

は
な
い
。

　

な
お
、『
書
集
傳
』
に
見
え
る
宋
の
地
名
を
後
の
時
代
に
改
め
る

こ
と
も
創
見
で
は
な
い
。『
書
集
傳
』
牧
誓
の
篇
題
に
は
「
牧
、地
名
。

在
朝
歌
南
。
即
今
衛
州
治
之
南
也
。（
牧
は
、
地
名
。
朝
歌
の
南
に

在
り
。
即
ち
今
の
衛
州
治
の
南
な
り
）」
と
あ
る
。
紂
王
と
武
王
と

が
戦
っ
た
牧
が
朝
歌
の
南
に
あ
っ
た
こ
と
、
宋
で
は
衛
州
の
州
治
の

南
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は

次
の
よ
う
に
い
う
。

旁
通
云
、
衞
州
今
衞
輝
路
也
。
朝
歌
即
州
治
。
蓋
州
治
正
牧
野

地
。
武
王
陳
兵
在
其
少
南
。
欽
按
今
河
南
衞
輝
府
、
即
殷
紂
所

都
朝
歌
地
。
宋
為
衞
州
、
州
治
在
今
汲
県
。
即
殷
牧
野
地
也
。

�

（『
筆
記
書
集
傳
』
牧
誓
）

旁
通
に
云
ふ
、衞
州
は
今
の
衞
輝
路
な
り
。
朝
歌
は
即
ち
州
治
。

蓋
し
州
治
は
正
に
牧
野
の
地
な
ら
ん
。
武
王
、
兵
を
陳
ね
其
の

少
南
に
在
り
、
と
。
欽
按
ず
る
に
、
今
の
河
南
衞
輝
府
は
即
ち
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殷
の
紂
の
都
す
る
所
の
朝
歌
の
地
な
り
。
宋
の
衞
州
為
り
。
州

治
は
今
の
汲
県
に
在
り
。
即
ち
殷
の
牧
野
の
地
な
り
。

　
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
を
引
き
、
衛
州
は
今
の
衛
輝
路
で
あ
る
こ
と
、

朝
歌
は
衛
輝
路
の
州
治
で
あ
り
、
牧
野
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
示
す
。

『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
は
元
の
著
作
の
た
め
、「
今
の
衛
輝
路
」
は
元
の

地
名
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
「
今
の

河
南
衛
輝
府
」
と
し
、
殷
の
紂
王
の
都
し
た
朝
歌
で
あ
り
、
州
治
は

汲
県
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
場
合
の
「
今
」
は
先
ほ
ど
と
同
じ

く
明
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
で
も
『
書
集
傳
』
に
見
え
る
宋

の
地
名
を
元
に
改
め
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、惕
齋
は『
書

蔡
氏
傳
旁
通
』
を
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
地
名
を
改
め
て
示

す
手
法
も
『
筆
記
書
集
傳
』
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
地
名
の
比
定
は
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
よ
り
も
広
範
囲
で

全
篇
に
及
び
、
従
来
の
注
釈
書
や
解
釈
書
に
は
見
え
な
い
ほ
ど
力
が

入
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
お
い
て
「
欽
按
」

以
下
に
自
説
を
示
す
の
は
性
理
や
修
身
で
は
な
く
、
出
典
、
人
名
、

地
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
書
經
』
の
性
格
に
拠
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、『
書
集
傳
』
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
明
『
書
經
』
学
の
成
果
を
受
容
し
、
多
く
引

用
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
手
法
を
継
承
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
解
釈

手
法
も
元
明
『
書
經
』
学
を
模
倣
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
新
説
も
確
認
で
き
る
。
次
に
、
こ
の
問
題
を
考
え
た
い
。

（
４
）
暦
の
解
明

　

元
明
『
書
經
』
学
と
大
き
く
異
な
る
の
は
暦
に
関
連
す
る
年
月
の

解
釈
で
あ
る
。『
書
經
』
に
は
、
武
成
「
惟
九
年
、
大
統
未
集
」、
多

方
「
惟
五
月
丁
亥
」
の
よ
う
に
、
経
文
に
、
年
月
日
が
示
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
様
々
な
解
釈
が
存
在
す
る
。

　

例
え
ば
、
泰
誓
上
は
、
書
序
に
「
惟
十
有
一
年
、
武
王
伐
殷
。
一

月
戊
午
、師
渡
孟
津
、作
泰
誓
三
篇
」
と
あ
り
、冒
頭
の
経
文
に
「
惟

十
有
三
年
春
、大
會
于
孟
津
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
書
集
傳
』

は
書
序
「
十
一
年
」
を
「
十
三
年
」
の
誤
り
と
し
、
書
序
「
惟
十
有

一
年
」、
経
文
「
惟
十
有
三
年
春
」
は
全
て
「
十
有
三
年
」
の
出
来

事
と
す
る（
（3
（

。
さ
ら
に
経
文
「
惟
十
有
三
年
春
、
大
會
于
孟
津
」
に
次

の
よ
う
に
い
う
。

十
三
年
者
、
武
王
即
位
之
十
三
年
也
。
春
者
、
孟
春
建
寅
之
月

也
。
…
。
又
按
漢
孔
氏
以
春
爲
建
子
之
月
。
蓋
謂
三
代
改
正
朔
、

必
改
月
數
。
改
月
數
、
必
以
其
正
爲
四
時
之
首
。
序
言
一
月
戊

午
。
既
以
一
月
爲
建
子
之
月
、
而
經
又
係
之
以
春
。
故
遂
以
建

子
之
月
爲
春
。
…
。
而
四
時
改
易
、
尤
爲
無
藝
。
冬
不
可
以
爲
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春
、
寒
不
可
以
爲
暖
、
固
不
待
辨
而
明
也
。
…
。
不
然
、
則
商

以
季
冬
爲
春
、
周
以
仲
冬
爲
春
、
四
時
反
逆
、
皆
不
得
其
正
。

豈
三
代
聖
人
、
奉
天
之
政
乎
。�

（『
書
集
傳
』
泰
誓
上
）

十
三
年
は
武
王
位
に
即
く
の
十
三
年
な
り
。
春
は
、
孟
春
建
寅

の
月
な
り
。
…
。
又
按
ず
る
に
漢
の
孔
氏
は
春
を
以
て
建
子
の

月
と
爲
す
。
蓋
し
謂
へ
ら
く
、
三
代
正
朔
を
改
む
る
に
、
必
ず

月
數
を
改
む
、
と
。
月
數
を
改
む
れ
ば
、
必
ず
其
の
正
を
以
て

四
時
の
首
め
と
爲
す
。
序
に
言
ふ
、
一
月
戊
午
、
と
。
既
に
一

月
を
以
て
建
子
の
月
と
爲
し
て
、
經
も
又
た
之
を
係
く
る
に
春

を
以
て
す
。
故
に
遂
に
建
子
の
月
を
以
て
春
と
爲
す
。
…
。
而

れ
ど
も
四
時
改
易
す
る
こ
と
、
尤
も
藝
無
し
と
爲
す
。
冬
は
以

て
春
と
爲
す
べ
か
ら
ず
、
寒
き
は
以
て
暖
か
き
と
爲
す
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
、
固
に
辨
を
待
た
ず
し
て
明
ら
か
な
り
。
…
。
然
ら

ず
ん
ば
、
則
ち
商
は
季
冬
を
以
て
春
と
し
、
周
は
仲
冬
を
以
て

春
と
爲
す
。
四
時
反
逆
し
て
、
皆
な
其
の
正
を
得
ず
。
豈
に
三

代
の
聖
人
、
天
を
奉
る
の
政
な
ら
ん
や
。

　

経
文
に
い
う
「
春
」
を
「
建
寅
之
月
」
と
し
、
孔
安
國
が
「
春
」

を
「
建
子
之
月
」
と
し
、
夏
・
殷
・
周
で
は
暦
を
改
め
る
際
に
月
も

改
め
た
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
三
代
の
聖
人
た
ち
が
行
う

は
ず
の
な
い
行
為
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

○
欽
按
、
據
邵
子
暦
考
之
、
商
紂
二
十
年
丙
寅
、
文
王
没
而
武

王
立
、
明
年
丁
卯
、
為
武
王
元
年
。
至
十
三
年
己
卯
、
克
商
、

即
天
子
位
、
改
正
朔
。
即
此
篇
序
、
及
武
成
所
謂
一
月
。
而
近

歳
安
井
筭
哲
、
推
暦
驗
之
、
一
月
是
建
子
之
月
、
其
壬
辰
旁
死

魄
、
及
二
十
八
日
戊
午
、
皆
在
茲
月
而
符
合
焉
。
然
則
此
篇
十

有
三
年
、
及
洪
範
十
有
三
祀
、
是
武
王
即
諸
侯
位
之
十
三
年
、

而
春
亦
為
子
月
明
矣
。
蔡
傳
不
依
暦
而
云
爾
。

�

（『
筆
記
書
集
傳
』
泰
誓
上
）

○
欽
按
ず
る
に
、
邵
子
の
暦
に
據
り
て
之
を
考
へ
る
に
、
商
の

紂
の
二
十
年
丙
寅
、
文
王
没
し
て
武
王
立
つ
、
明
年
丁
卯
、
武

王
の
元
年
と
為
る
。
十
三
年
己
卯
に
至
り
て
、
商
に
克
ち
、
天

子
の
位
に
即
き
、
正
朔
を
改
む
。
即
ち
此
の
篇
の
序
、
及
び
武

成
の
所
謂
る
一
月
な
り
。
而
し
て
近
歳
の
安
井
筭
哲
、
暦
を
推

し
て
之
を
驗
す
に
、
一
月
は
是
れ
建
子
の
月
、
其
の
壬
辰
旁
死

魄
、
及
び
二
十
八
日
戊
午
、
皆
な
茲
の
月
に
在
り
て
符
合
す
。

然
ら
ば
則
ち
此
の
篇
の
十
有
三
年
、
及
び
洪
範
の
十
有
三
祀
、

是
れ
武
王
の
諸
侯
の
位
に
即
く
の
十
三
年
に
し
て
、
而
も
春
も

亦
た
子
の
月
為
る
こ
と
明
な
り
。
蔡
傳
、
暦
に
依
ら
ず
し
て
爾

か
云
ふ
。

　

邵
康
節
の
説
を
引
き
、
十
三
年
に
武
王
は
殷
に
勝
利
し
、
即
位
し
、

暦
を
改
め
た
。
こ
れ
は
泰
誓
の
書
序
「
一
月
戊
午
、
師
渡
孟
津
」、
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及
び
、
武
成
「
惟
一
月
壬
辰
、
旁
死
魄
」
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
安
井
筭
哲
の
議
論
も
あ
り
、
一
月
は
建
子
（
歳
首
）

で
あ
る
か
ら
、経
文
「
惟
十
有
三
年
春
」
や
洪
範
「
十
有
三
祀
」
は
、

武
王
が
即
位
し
た
十
三
年
目
で
あ
り
、「
春
」
も
建
子
の
月
で
あ
る

こ
と
は
明
白
と
す
る
。
そ
し
て
、『
書
集
傳
』
は
暦
に
基
づ
く
こ
と

な
く
、
注
釈
を
し
た
と
の
結
論
を
示
す
。

　
『
書
集
傳
』
は
周
が
殷
に
勝
利
し
た
際
に
暦
は
改
め
な
か
っ
た
と

す
る
。
一
方
、『
筆
記
書
集
傳
』
は
殷
に
勝
利
し
た
際
に
暦
を
改
め

た
と
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、邵
康
節
（
邵
雍
）
と
と
も
に
、

安
井
筭
哲
（
渋
川
春
海
）
の
議
論
に
言
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筭
哲

は
『
書
經
』
な
ど
に
見
え
る
暦
を
検
討
し
た
『
書
詩
禮
暦
考
』
作
成

し
て
お
り
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
多
方
「
惟
五
月
丁
亥
、
王
來
自
奄
、
至
于
宗
周
」
に
対

し
て
、『
書
集
傳
』
は
「
成
王
即
政
之
明
年
、
商
奄
又
叛
。
成
王
征

滅
之
。（
成
王
政
に
即
く
の
明
年
、
商
奄
又
た
叛
く
。
成
王
征
し
て

之
を
滅
ぼ
す
。）」
と
す
る
の
み
で
、「
成
王
即
政
之
明
年
」
の
具
体

的
な
月
日
は
示
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は

次
の
よ
う
に
い
う
。

據
陳
氏
所
考
、
是
為
成
王
八
年
五
月
丁
卯
朔
二
十
一
日
丁
亥
。

（
安
井
筭
哲
暦
考
亦
同（
（3
（

）�

（『
筆
記
書
集
傳
』
多
方
）

陳
氏
の
考
へ
し
所
に
據
れ
ば
、
是
れ
成
王
八
年
五
月
丁
卯
朔

二
十
一
日
丁
亥
と
為
す
。（
安
井
筭
哲
の
暦
考
も
亦
た
同
じ
。）

　

陳
師
凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
に
基
づ
き
、
経
文
「
惟
五
月
丁
亥
」

を
「
成
王
八
年
五
月
丁
卯
朔
二
十
一
日
丁
亥
」
と
し
、
割
り
注
で
安

井
筭
哲
『
書
詩
禮
暦
考
』
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
す（
（3
（

。
こ
の
よ
う

な
安
井
筭
哲
の
説
へ
の
言
及
は
各
篇
に
確
認
で
き
る
。
最
も
顕
著
な

の
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
堯
典
で
あ
る
。

「
分
命
羲
仲
」
節
：
近
歳
、
安
井
筭
哲
、
據
授
時
暦
、
推
得
堯

時
春
分
。
日
躔
昴
、
昏
星
中
。

「
申
命
羲
叔
」
節
：
筭
哲
、
推
堯
時
夏
至
、
日
躔
昴
、
昏
心
中
。

「
分
命
和
仲
」
節
：
○
星
虚
（
筭
哲
、
推
堯
時
仲
秋
、
日
躔
心
、

昏
虚
中
。）

「
申
命
和
叔
」
節
：
○
星
昴
（
筭
哲
、
推
堯
時
冬
至
、
日
躔
虚
、

昏
昴
中
。）�

（『
筆
記
書
集
傳
』
堯
典
）

　
『
書
詩
禮
暦
考
』
に
お
け
る
堯
典
へ
の
議
論
は
右
の
四
説
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
堯
典
は
、
そ
の
全
て
を

採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
堯
典
だ
け
で
は
な
く
『
筆
記
書
集

傳
』
で
は
『
書
詩
禮
暦
考
』
の
所
説
を
全
て
引
用
し
て
い
る（
（3
（

。
こ
の

他
に
も
『
語
録
』
に
は
「
安
井
筭
哲
ガ
貞
享
暦
、
大
カ
タ
合
ナ
リ
」

な
る
発
言
も
見
え
、
筭
哲
へ
の
高
い
評
価
が
見
え
る（
（3
（

。

　

安
井
筭
哲
の
説
を
採
用
し
た
理
由
に
は
、『
書
集
傳
』
に
お
け
る

暦
の
注
釈
へ
の
不
満
が
あ
る
。
堯
典
「
帝
曰
、
咨
汝
羲
曁
和
、
朞
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三
百
有
六
旬
有
六
日
、
以
閏
月
定
四
時
成
歳
」
の
「
成
歳
」
に
関
し

て
、『
書
集
傳
』
で
は
、
長
文
の
注
釈
を
つ
け
、
末
尾
を
「
故
必
以

此
餘
日
、
置
閏
月
於
其
閒
、
然
後
四
時
不
差
、
而
歳
功
得
成
。（
故

に
必
ず
此
の
餘
日
を
以
て
、
閏
月
を
其
の
閒
に
置
き
、
然
る
後
に
四

時
差
は
ず
し
て
、
而
も
歳
功
成
る
こ
と
を
得
。）」
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

欽
按
、
注
歳
功
、
恐
非
経
文
成
歳
本
旨
。
只
主
暦
説
為
穏
。

�

（『
筆
記
書
集
傳
』
堯
典
）

欽
按
ず
る
に
、
注
の
歳
功
は
、
恐
ら
く
は
経
文
の
成
歳
の
本
旨

に
非
ず
。
只
だ
暦
説
を
主
と
す
る
を
穏
と
為
す
。

　
『
書
集
傳
』
の
歳
功
（
一
年
の
時
序
）
に
関
す
る
注
は
経
文
の
「
成

歳
」の
本
来
の
意
で
は
な
い
。
暦
説
を
主
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。

　

右
で
は
「
恐
ら
く
は
経
文
の
成
歳
の
本
旨
に
非
ず
」
と
『
書
集
傳
』

を
否
定
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
不
満
が
あ
る
た
め
、『
書
詩
禮
暦
考
』

の
所
説
を
全
て
引
用
し
、
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、『
筆
記
書
集
傳
』
に
は
「
欽
按
」
で
は
な
く
、一
条
の
み
「
欽

竊
按
」
と
す
る
注
釈
が
存
在
す
る（
（3
（

。
こ
れ
は
舜
典
「
月
正
元
日
」
以

下
を
南
朝
齊
の
姚
方
興
の
献
上
し
た
舜
典
よ
り
以
前
の
舜
典
の
残
簡

と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
歴
代
の
解
釈
に
は
見
え
な
い
た
め
、
惕
齋
の

創
見
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
竊
」
を
使
用
し
、
元
明
『
書
經
』
学
、

あ
る
い
は
、
安
井
筭
哲
説
と
関
係
す
る
他
箇
所
と
区
別
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。六

、
む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
は
江
戸
期
に
お
け
る
『
書
經
』
解
釈
の
受
容
と
展
開
の
一
端

を
解
明
す
る
た
め
に
、
中
村
惕
齋
『
筆
記
書
集
傳
』
を
検
討
し
た
。

以
下
に
内
容
を
振
り
返
り
た
い
。

　
『
仲
子
語
録
』
に
従
う
と
、惕
齋
は
、経
文
の
字
意
の
理
解
に
は
明
・

申
時
行
『
書
經
講
義
會
編
』、
蔡
沈
の
注
釈
の
理
解
に
は
元
・
陳
師

凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』、
事
物
の
理
解
に
は
元
・
黄
鎮
成
『
書
經
集

註
通
考
』
を
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
て
い
た
。

　
『
筆
記
書
集
傳
』
で
は
、『
書
集
傳
』
の
議
論
に
従
い
、
武
成
や
洛

誥
の
経
文
の
順
次
を
改
め
る
な
ど
、
そ
の
重
視
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
、
篇
題
注
、
各
節
に
お
け
る
大
意
や
要
旨
な
ど
へ
の
引
用
に
も
見

え
る
よ
う
に
元
明
『
書
經
』
学
の
重
視
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、『
筆
記
書
集
傳
』
は
引
用
の
み
の
解
釈
書
で
は
な
く
、

惕
齋
の
自
説
も
見
え
る
。
自
説
の
う
ち
、
出
典
の
明
示
、
人
名
へ
の

注
記
、
地
名
の
比
定
は
創
見
な
ど
で
は
な
く
、
元
明
『
書
經
』
学
に

確
認
で
き
る
手
法
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
は
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
点
も
散
見
さ
れ
る

が
、
先
行
す
る
注
釈
書
よ
り
も
範
囲
を
広
げ
、『
書
集
傳
』
の
理
解
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に
資
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
特
に
蔡
沈
に

ま
で
注
釈
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
読
者
と
し
て
は
初
学
者
を
含

む
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
惕
齋
が
元
明
『
書
經
』
学
の
成
果
を

受
容
し
、
広
範
囲
に
引
用
し
、
さ
ら
に
、
手
法
を
継
承
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、『
筆
記
書
集
傳
』
は
「
元
明
『
書
經
』
学

模
倣
期
の
解
釈
書
」
と
し
て
、
江
戸
期
に
お
け
る
『
書
經
』
解
釈
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
暦
の
解
明
に
関
す
る
議
論
で
は
『
書
集
傳
』
の
所
説
で

は
な
く
、
安
井
筭
哲
『
書
詩
禮
暦
考
』
の
う
ち
、『
書
經
』
に
関
係

す
る
所
説
を
全
て
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
も
『
筆
記
書
集
傳
』
の
特

徴
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
書
詩
禮
暦
考
』
を
用
い
た
暦
の
解

釈
は
、
筭
哲
と
交
流
の
あ
っ
た
惕
齋
個
人
の
特
徴
な
の
か
、
そ
れ
と

も
江
戸
期
に
お
け
る
『
書
經
』
解
釈
の
特
徴
な
の
か
は
再
度
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
注
）

（
１
）	江
戸
期
の
『
書
経
』
に
関
す
る
研
究
に
は
、
近
藤
啓
吾
氏
『
小
野
鶴
山
の

研
究
』「
第
二
章 

小
野
鶴
山
の
『
書
經
講
義
』」（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
二
）、

竹
村
英
二
氏
『
江
戸
後
期
儒
者
の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
原
典
批
判
の
諸
相
と
そ

の
国
際
比
較
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）	惕
斎
の
生
涯
は
、
柴
田
篤
氏
「
中
村
惕
齋
」（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
『
中

村
惕
齋
・
室
鳩
巣
』
所
収
、
明
德
出
版
社
、
一
九
八
三
）
に
詳
し
い
。

（
３
）	惕
斎
の
訓
蒙
は
、
石
本
道
明
氏
「
中
村
惕
齋
『
論
語
示
蒙
句
解
』
小
考
─

学
問
は
人
格
の
陶
冶
の
た
め
に
─
」（『
江
戸
期
『
論
語
』
訓
蒙
書
の
基
礎

的
研
究
』
所
収
、
明
徳
出
版
社
、
二
〇
二
一
）
に
詳
し
い
。

（
４
）	増
田
立
軒
の
事
跡
や
学
問
は
、
竹
治
貞
夫
氏
「
増
田
立
軒
の
事
跡
と
学
問　

上
・
下
」（『
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
』
人
文
科
学
、
通
号
二
八
・

二
九
、一
九
八
七
、一
九
七
九
）
に
詳
し
い
。

（
５
）	『
仲
子
語
録
』巻
一「
雖
有
呉
草
廬
、而
見
處
不
純
粹
。
但
説
注
義
精
密
周
遍
。

某
作
五
經
筆
記
、
有
不
得
不
取
其
説
多
矣
」
な
お
、『
仲
子
語
録
』
は
、
内

閣
文
庫
所
蔵
本
（［
請
求
番
号
］
２
１
１
─
０
２
６
６
）
を
用
い
た
。

（
６
）	『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
は
、
拙
稿
「
南
宋
末
か
ら
元
の
『
尚
書
』
解
釈
─
陳
師

凱
『
書
蔡
氏
伝
旁
通
』
を
中
心
と
し
て
」（
無
窮
會
『
東
洋
文
化
』、
復
刊

第
一
一
三
号
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

（
７
）	『
語
録
』
巻
一
「
伯
立
問
曰
、
朱
子
門
人
之
中
、
黄
勉
齋
・
蔡
九
峯
、
其
巨

擘
乎
。
曰
、
勉
齋
人
品
煞
好
。
但
於
知
上
、
略
有
所
不
轍
。
九
峯
學
識
廣

於
勉
齋
。
然
而
猶
有
不
透
徹
處
。
…
」

（
８
）	『
書
集
傳
』
武
成
「
按
此
篇
編
簡
錯
亂
、
先
後
失
序
。
今
考
正
其
文
于
後
」

な
お
、『
書
集
傳
』
は
、
中
華
書
局
本
『
書
集
傳
』（
王
豐
先 

點
校
、

二
〇
一
八
）
を
用
い
た
。

（
９
）	『
筆
記
書
集
傳
』
武
成
「
袁
玉
蟠
曰
、此
篇
首
節
至
「
無
作
神
羞
」
記
初
往
伐
。



中
村
惕
齋
『
筆
記
書
集
傳
』
管
見

一
〇
三

…
。
欽
按
、
此
據
新
考
定
章
次
而
言
。
今
從
之
」

（
10
）	『
書
集
傳
』
洛
誥
「
○
蘇
氏
曰
、此
上
有
脱
簡
、在
康
誥
。
自
惟
三
月
哉
生
魄
、

至
洪
大
誥
治
、
四
十
八
字
」
及
び
、『
同
』
康
誥
篇
題
「
特
序
書
者
、
不
知

康
誥
篇
首
四
十
八
字
、
爲
洛
誥
脱
簡
、
遂
因
誤
爲
成
王
之
書
。
…
」

（
11
）	た
だ
し
、『
筆
記
書
集
傳
』
金
縢
「
孔
傳
訓
乃
為
汝
」
な
ど
の
よ
う
に
、『
書

集
傳
』
に
存
在
し
な
い
箇
所
に
語
注
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
12
）	『
書
集
傳
』
酒
誥
「
凡
民
夜
相
過
者
、
輒
殺
之
可
乎
」
に
対
し
て
、『
筆
記

書
集
傳
』
酒
誥
「
厥
或
誥
曰
」
節
で
は
、「
○
註
夜
相
過
過
字
、
一
本
作
聚
」

と
す
る
。

（
13
）	以
下
の
『
筆
記
書
集
傳
』
の
引
用
は
明
ら
か
な
誤
記
を
除
き
、
原
典
に
附

さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
て
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。

（
14
）	『
晦
庵
集
』
巻
六
十
五
、
雜
著
「
…
。
古
者
謂
畿
内
之
民
、
與
列
國
諸
侯
、

為
天
子
服
斬
衰
三
年
、
海
内
之
民
、
則
不
為
服
。
惟
堯
聖
徳
廣
大
、
恩
澤

隆
厚
、
又
能
讓
舜
、
為
天
下
得
人
。
故
海
内
之
民
、
思
慕
之
深
、
至
於
如

此
也
。
…
」

（
15
）	『
書
集
傳
』
書
集
傳
序
「
二
典
・
禹
謨
、
先
生
蓋
嘗
是
正
。
手
澤
尚
新
。
嗚

呼
惜
哉
。
集
傳
本
先
生
所
命
。
故
凡
引
用
師
説
、
不
復
識
別
。
…
」

（
16
）	『
書
集
傳
』
益
稷
「
夔
曰
、
戛
撃
鳴
球
」
へ
の
注
釈
「
鳴
球
、
玉
磬
名
也
」

に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
は
「
蔡
傳
為
一
器
。
未
必
其
然
」
と
す
る
。

（
17
）	『
書
經
講
義
會
編
』
は
内
閣
文
庫
所
蔵
本
（
請
求
番
号
、
２
７
３
─

０
１
５
３
）
を
用
い
た
。

（
18
）	な
お
、
九
州
大
学
の
碩
水
文
庫
に
は
惕
齋
の
旧
蔵
本
と
伝
わ
る
『
重
刻
書

經
嫏
嬛
集
註
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）	『
筆
記
書
集
傳
』
禹
貢
「
治
梁
及
岐
」
節
「
王
陽
明
云
、
梁
岐
、
相
近
。
故

曰
及
。
凡
山
言
治
者
、
水
道
之
衝
、
有
疏
闢
之
功
也
…
」、
及
び
、『
同
』

君
陳
「
必
有
忍
、
其
乃
有
濟
」
節
「
王
陽
明
曰
、
必
字
與
上
二
箇
無
字
。

呼
應
有
忍
者
、
忿
戻
之
反
而
無
備
在
其
中
、
乃
者
難
之
之
詞
容
足
化
忍
。

習
忍
、
方
可
以
致
容
」
な
ど
。

（
20
）	も
と
は
『
書
傳
』
畢
命
「
張
釋
之
諫
文
帝
、
秦
以
任
刀
筆
之
吏
、
爭
以
亟

疾
苛
察
相
高
、
其
弊
徒
文
具
、
無
惻
隱
之
實
、
以
故
不
聞
其
過
、
陵
夷
至

於
二
世
、
天
下
土
崩
。
今
以
嗇
夫
口
辯
而
超
遷
之
、
臣
恐
天
下
隨
風
而
靡
、

爭
爲
口
辯
、
而
無
其
實
。
凡
釋
之
所
論
、
則
康
王
以
告
畢
公
者
也
」
に
見

え
る
説
で
あ
る
。

（
21
）	『
筆
記
書
集
傳
』
泰
誓
「
古
人
有
言
曰
」
節
「
○
註
殺
敵
二
句
、
出
左
氏
宣

公
傳
」
な
ど
。

（
22
）	陳
師
凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
無
逸
「
唐
食
貨
志
云
、
憲
宗
時
分
天
下
之
賦

為
三
。
一
曰
上
供
、
二
曰
送
使
、
三
曰
留
州
」

（
23
）	『
書
集
傳
』
舜
典
「
宋
錢
樂
又
鑄
銅
作
渾
天
儀
。
衡
長
八
尺
、
孔
徑
一
寸
、

璣
徑
八
尺
、
圓
周
二
丈
五
尺
強
。
轉
而
望
之
、
以
知
日
月
星
辰
之
所
在
。

即
璿
璣
玉
衡
之
遺
法
也
」

（
24
）	『
筆
記
書
集
傳
』
禹
貢
「
九
河
既
道
」
に
「
○
欽
按
、漢
唐
代
人
所
挙
九
河
地
、

大
概
皆
在
今
北
京
之
河
間
、
山
東
之
濟
南
二
府
之
間
。
平
州
、
今
北
京
永



一
〇
四

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

平
府
也
。
寰
宇
記
、
宋
初
臨
川
樂
史
著
。
許
商
、
西
漢
末
人
。
輿
地
廣
紀
、

宋
廬
陵
歐
陽
忞
著
」
と
す
る
。

（
25
）	『
書
集
傳
』
禹
貢
「
恆･

衛
既
從
」
に
「
大
陸
、
孫
炎
曰
、
鉅
鹿
北
廣
阿
澤
。

河
所
經
也
。
程
氏
曰
、
鉅
鹿
去
古
河
絕
遠
。
河
未
嘗
逕
邢
以
行
。
鉅
鹿
之

廣
河
非
是
。
…
。
杜
佑･

李
吉
甫
以
爲
、
邢
・
趙
・
深
三
州
爲
大
陸
者
得
之
」

と
あ
る
。

（
26
）	『
書
經
大
全
』
禹
貢
「
大
陸
、
孫
炎
、
字
子
然
。
後
漢
末
人
。
注
爾
雅
。
曰

鉅
鹿
、
北
廣
阿
澤
河
所
經
也
。
…
」

（
27
）	『
明
史
』
地
理
志
三
「
衛
輝
府
（
元
衛
輝
路
、
直
隸
中
書
省
。）
洪
武
元
年

八
月
為
府
。
十
月
屬
河
南
分
省
。
領
縣
六
」

（
28
）	『
書
集
傳
』
禹
貢
「
靑
州
之
域
、
東
北
至
海
、
西
南
距
岱
。
岱
、
泰
山
也
。

在
今
襲
慶
府
奉
府
縣
西
北
三
十
里
」
に
対
し
て
、『
筆
記
書
集
傳
』
禹
貢
に

は
「
欽
按
、
青
州
今
山
東
之
濟
南
以
東
之
地
、
奉
符
県
、
今
為
泰
安
州
、

屬
山
東
濟
南
府
」
と
あ
る
。

（
29
）	拙
稿
「
和
田
靜
觀
窩
『
論
語
序
説
諺
解
』
小
考
」（『
江
戸
期
『
論
語
』
訓

蒙
書
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
、
明
徳
出
版
社
、
二
〇
二
一
）
参
照
。

（
30
）	『
書
集
傳
』書
序「
十
一
年
者
十
三
年
之
誤
也
。
序
本
依
放
經
文
、無
所
發
明
。

偶
三
誤
而
為
一
。
漢
孔
氏
遂
以
為
十
一
年
觀
兵
、十
三
年
伐
紂
、武
王
觀
兵
、

是
以
臣
脅
君
也
。
…
。
夫
一
月
戊
午
、
既
為
十
三
年
之
事
、
則
上
文
十
一

年
之
誤
審
矣
。
…
」
な
お
、
蔡
沈
の
書
序
（
小
序
）
解
釈
は
、
拙
稿
「
蔡

沈
の
書
序
解
釈
に
つ
い
て
」（
無
窮
會
『
東
洋
文
化
』 

復
刊
第
一
一
〇
・
一
一
一

合
併
号
、
二
〇
一
四
）
参
照
。

（
31
）	割
り
注
は
（
）
に
示
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
32
）	『
書
詩
禮
暦
考
』
は
内
閣
文
庫
所
蔵
本
（
請
求
番
号
１
９
４
─
０
０
８
８
）

を
参
照
し
た
。

（
33
）	こ
の
他
に
も
『
筆
記
書
集
傳
』
胤
征
「
欽
按
、
…
。
筭
哲
暦
考
云
、
仲
康

即
位
之
五
年
癸
巳
歳
歳
戌
月
庚
戌
朔
辰
時
、入
食
限
」な
ど
が
確
認
で
き
る
。

（
34
）	『
語
録
』
巻
三
「
日
本
ノ
暦
、
華
ノ
古
暦
ト
不
合
コ
ト
多
シ
。
安
井
筭
哲
ガ

貞
享
暦
、
大
カ
タ
合
ナ
リ
。
然
ド
モ
地
異
ニ
域
殊
ナ
ル
ニ
因
テ
、
刻
限
モ

八
刻
ホ
ド
チ
ガ
フ
ナ
リ
。
…
」

（
35
）	『
筆
記
書
集
傳
』
舜
典
・
篇
題
「
…
。
○
欽
竊
按
、此
篇
「
月
正
元
日
」
以
下
、

疑
是
古
舜
典
残
簡
、
而
伏
生
姑
附
之
堯
典
尾
末
。
孔
氏
則
連
上
慎
徽
五
典

以
下
爲
舜
典
而
傳
之
也
。
然
亦
非
全
經
矣
」

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
中
村
惕
齋
、
筆
記
書
集
傳
、
書
經
、
尚
書
、
江
戸
漢
字


